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【Ⅲ－２ 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応－③】 

③ 情報通信機器を用いた医学管理等に係る 

評価の見直し 
 

第１ 基本的な考え方 
 

新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、
情報通信機器を用いた場合の医学管理等について、要件及び評価を見直
す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

情報通信機器を用いて行った医学管理等については、以下のとおり整
理する。 

 
○ 検査料等が包括されている医学管理等については、情報通信機器を

用いた実施を評価の対象としない。 
○ 上記以外の医学管理等については、以下に該当するものを除き、評

価の対象とする。 
① 入院中の患者に対して実施されるもの 
② 救急医療として実施されるもの 
③ 検査等を実施しなければ医学管理として成立しないもの 
④ 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、実施不

可とされているもの 
⑤ 精神医療に関するもの 

 
１．検査料等が包括されている地域包括診療料、認知症地域包括診療料

及び生活習慣病管理料について、情報通信機器を用いた場合の評価対
象から除外する。 

 

改 定 案 現   行 

【地域包括診療料】 

［算定要件］ 

（削除） 

 

 

 

 

 

【地域包括診療料】 

［算定要件］ 

注４ 別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、区分番号Ａ

００３に掲げるオンライン診療

料を算定する際に地域包括診療
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［施設基準］ 

（削除） 

 

 

 

 

※ 認知症地域包括診療料及び生活

習慣病管理料についても同様。 

料を算定すべき医学管理を情報

通信機器を用いて行った場合は、

注１の規定にかかわらず、所定点

数に代えて、地域包括診療料（情

報通信機器を用いた場合）とし

て、月１回に限り100点を算定す

る。 

 

［施設基準］ 

(3) 地域包括診療料の注４に規定す

る施設基準 

オンライン診療料に係る届出を行

っている保険医療機関であること。 

 
２．ウイルス疾患指導料、皮膚科特定疾患指導管理料、小児悪性腫瘍患

者指導管理料、がん性疼痛緩和指導管理料、がん患者指導管理料、外
来緩和ケア管理料、移植後患者指導管理料、腎代替療法指導管理料、
乳幼児育児栄養指導料、療養・就労両立支援指導料、がん治療連携計
画策定料２、外来がん患者在宅連携指導料、肝炎インターフェロン治
療計画料及び薬剤総合評価調整管理料について、情報通信機器を用い
た場合の評価の対象に追加する。 

 

改 定 案 現   行 

【小児悪性腫瘍患者指導管理料】 

［算定要件］ 

注５ 別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、小児悪性腫

瘍患者指導管理料を算定すべき

医学管理を情報通信機器を用い

て行った場合は、所定点数に代え

て、小児悪性腫瘍患者指導管理料

（情報通信機器を用いた場合）と

して、479点を算定する。 

 

［施設基準］ 

(8)の２ 小児悪性腫瘍患者指導管理

料の注５に規定する施設基準 

【小児悪性腫瘍患者指導管理料】 

［算定要件］ 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［施設基準］ 

（新設） 
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情報通信機器を用いた診療を行

うにつき十分な体制が整備されて

いること。 

 

※ ウイルス疾患指導料、皮膚科特定

疾患指導管理料、がん性疼痛緩和指

導管理料、がん患者指導管理料、外

来緩和ケア管理料、移植後患者指導

管理料、腎代替療法指導管理料、乳

幼児育児栄養指導料、療養・就労両

立支援指導料、がん治療連携計画策

定料２、外来がん患者在宅連携指導

料、肝炎インターフェロン治療計画

料及び薬剤総合評価調整管理料に

ついても同様。 

 

 

 




